
議案第５６号 

 

 

 三次市集出荷貯蔵施設等設置及び管理条例の一部を改正する条例案を次のよう

に提出する。 

 

 

  令和４年６月１７日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市集出荷貯蔵施設等設置及び管理条例の一部を改正する条例（ 

案） 

 

 三次市集出荷貯蔵施設等設置及び管理条例（平成１６年三次市条例第１８９号

）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の表中 

「 

三良坂農機具格納庫 三次市三良坂町灰塚５４２番地２ 

甲奴小童農機具格納庫 三次市甲奴町小童２２０５番地２ 

                              」を 

「 

三良坂農機具格納庫 三次市三良坂町灰塚５４２番地２ 

                              」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 


